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,｣Ｌ,ノート ｢津山城下町町人地家割図｣について

平成17年３月26日の文化財報告会において､郷

土博物館寄託資料｢津山城下町町人地家割図｣の

制作年代の特定を試みた｡今回はその論旨を掲載

し､さらに､報告では十分に触れられなかったこの

絵図に対する疑問点についても言及したい。こ

の絵図の作成時期を特定するには､その内容を見

ていかねばならない。そこで､図中にある津山城

下の有力商人について見てみる｡まず､大年寄を

務めていた玉置家であるが､この絵図では｢玉置

広四郎｣となっている｡玉置家の当主が｢広四郎」

を名乗っていたのは安永四(1775)～天明四年(1

784)八月のことであるから､作成はこの期間のこ

とと考えられる｡また､城下町で蔵元役を務めてい

た熊野屋という商人が船頭町にいたが､当主が文

五郎となったのは安永七年(1778)五月十七日の

ことで､このときに､先代伝兵衛が隠居して文五郎

が跡を継いだ｡絵図では｢熊野屋文五郎｣となって

いるので､絵図の作成時期は安永七年五月以降と

なる｡大年寄･蔵元役と津山城下でも有力な町人

の変化を見てきたが､これにより作成時期を安永

七年(1778)五月～天明四年(1784)八月までの

約7年間に絞ることが出来た。

つぎに､一般町人の家屋敷の移動を見ていくこ

とにする。その場合､城下町の屋敷売買に関する

事柄は｢町奉行日記｣に記されているので､これに

よって確認できる｡安永九年(1780)十一月､西今

町にあった､作人伝蔵の家屋敷が､三田屋吉右衛門

に売り渡された。

｢－京町作人伝蔵西今町北側私所持之家

屋敷表二間半裏行拾七間但四歩一厘

七毛西隣正田屋吉右衛門東隣浅嶋屋

茂兵衛也七百九拾匁に正田屋吉右衛

門へ売渡」

２

絵図では西今町に伝蔵の名はなく､正田屋吉右

衛門の名前があるので､この売買情報が絵図に反

映されていることは確認できる｡この売買が安永

九年の最後となり､翌安永十年一四月に天明元年

に変わる－は町奉行日記が残されていないため、

確認できない｡天明二年二月に安岡町米屋伊助が

久米屋岩吉に家屋敷を売り払っている｡これが､こ

の年の最初の屋敷売貿となる。

｢一安岡町北側米屋伊助家屋敷表口壱間』
半裏口十四間半但シ弐歩半役右家屋

鋪代銀札百目同町久米屋岩吉へ売渡

度段願之趣承届同廿七日売券状差出」

絵図中､安岡町には久米屋岩吉と､米屋伊助の

両方の名前があるが､町奉行日記の記事に該当す

ると思われる場所には米屋伊助の名がある｡つまり、

この売買情報については絵図に反映されていない。

これらのことから､この絵図は安永九年(1780)十

一月～天明二年(1782)二月の間のある時点で描

かれたものと考えられる。

以上のようなことを踏まえて、「町奉行日記｣を

見ていくと天明二年四月に次のような記事がある。

｢町方絵図御帰城迄二可差出大目付海老原右兵衛動
御小性頭兼帯二而達有之画図出来今日同人へ差

出(後略)」

このとき作成された町方の絵図というのが､時

期的に考えて､この｢津山城下町町人地家割図｣で

あると考えられるのではないだろうか｡もちろん、

この絵図と､天明二年四月に作成された町方絵図

が別のものであったという可能性もある。しかし、

ほぼ同じ時期にまったく別々の町人地絵図が2種

類作られたということは考えにくく､町方絵図と｢津

山城下町町人地家割図｣が別に存在していたとし

ても､正副､もしくは原本と写しの関係にあるもの
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鋤

ではないかという推測も可能である｡そしてその

推測を裏付けるように､この｢津山城下町町人地

家割図｣にはほとんど同じ内容の絵図がもう1点残

されている。また､天明二年四月という時期は､絵

図の制作期間を3～4ヶ月と見ると､描かれている

のは天明元年の末から翌年正月現在の状況と考

えられ､これは先ほど述べた絵図から読み取るこ

とのできた作成時期と矛盾しない｡つまりこの絵

図は天明元年(1781)十二月～二年正月現在の状

況で作成されたとしても無理が無いといえよう。

さらに､改めて､この図を見ると､先に述べたよ

うに家屋敷の持ち主の名前のほかに､敷地の間口

や奥行き､そこにかかる家役まで詳細に記されて

いる｡この家役というのはもともと､家１軒につき、

1軒役だったようだが､年月を経て､家屋敷の売買

が繰り返された結果､この時期には､例えば､7分５

厘役や5分役などのように分割されて､細分化して

いる｡また､家役は間口もしくは面積に比例すると

いうものではなく､同じ面積でも､違うということ

が多い｡そのため､すべての家役を知るには､大規

模な調査を行うか､人別改め時のデータとその後

の屋敷売費の情報を掴んでいるかしかないと考え

られる｡城下町全体におよぶような規模の調査が

行われれば､何らかの記録が残っていて当然とい

えよう｡逆に言えば､残っていないということは意

図的に抹消したのでない限り､そのような調査は

無かったということを示していると思われる｡すな

わち､それらのデータを入手することの出来る組

織一藩によってこの絵図は作成されたのでは無い

かと考えられる｡その中でも家役について詳細なデー

タを持っていたのは町奉行を置いてほかにはない。

したがって､その内容からもこの絵図は町奉行の

元で作成された､日記に出てくる町方絵図の可能

性が高いといえるであろう。

城下町建設以降､家屋敷の売買は繰り返され、

元は1軒あたり1軒役であったと推測される家役も

このころには明確な基準が見出せないほどに複雑

化していた｡家屋敷の持ち主を確定し､個々の負

担を明らかにするためにもこの絵図は必要であっ

たことは想像に難くない｡しかし､その場合疑問が

2点ほど出てくる｡それは､まず､この絵図に描かれ

た範囲である｡この絵図の西方向は安岡町まで描

かれており､これは城下町の範囲と同じであるが、

東方向は中之町までしか描かれておらず､その先

の西･東新町も城下町に含まれるにもかかわらず、

記されていないことである｡絵図から､西･東新町

を外さねば成らない理由は特に見当たらず､実際、

その他の城下町絵図はすべて東新町までを城下

町の範囲として描いている｡次に､先の目的のも

とに作成されたのならば､その後も定期的に同種

の絵図を作成されていなければならない｡言うま

でも無く､本図作成直後から家屋敷売買があり､数

年もすれば､かなりの異同が出てくることになる。

そのため､ある程度年数がたった時点で､再度作

成しなければ実態とあわなくなって､役に立たなく

なってしまう｡にもかかわらず､津山城下町の家割

図は本図と同時期のものと考えられるもう1点の

みが残されているだけである｡これは煩雑な作業

に比べて､絵図自体の有効期間が短いことなどから、

その後は作成されなかったためとも考えられる。

この場合､江戸や大坂､名古屋など商業出版が盛

んな地域の近隣であれば､藩に代わって､町人(出

版者)が同様のものを作成するということも有り

得ただろうが､近世を通して商業出版が未熟であっ

た津山城下とその周辺ではそのような動きは無かっ

たのではないかと考えられよう。

（乾康二）

３
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◆晴れの国おかやま国体
スポーツ芸術協賛特別展

「高野神社の文化財」

本誌No.46の行事予定で、展覧会の会期を１０月８日～１１月６日としましたが、
関係方面との調整の結果、会期を上のように変更しましたので、ご注意ください。

~』

典は津山松平藩の槍印で剣大といい､現在津山市の市章となっている

平成17年10月１５日(土)～11月１３日（日）

津山市二宮・高野神社は、平安時代の貞観6年(８６４)に

従五位上、貞観１７年(875)には正五位下の神階を授けられ

たことが『日本三大実録」に記されています。また、平安

時代末期に編纂された『今昔物語」にも「美作国二中参・

高野卜申ス神在マス」とあります。後世二宮と通称され、

常に－宮中山神社に次ぐ社格を保持していました。現在の

本殿は江戸時代の寛文2年(1663)津山藩第２代藩主森長継

によって再建されたもので、岡山県指定重要文化財に指定

されています。

このような長い歴史をもつ高野神社には、多くの文化財

がありますが、とりわけ平安時代の文化財７点（いずれも

重要文化財）がまとまって伝わっていることが注目されます。

この展覧会では、１０月下旬に津山市他の会場で開催される、

晴れの国おかやま国体を記念して、高野神社とその関連文

化財を一同に展示し、同神社の歴史上の意義を明らかにし

ようと努めます。
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主な展示資料

木造随神立像（重要文化財）

木造神号額（重要文化財）

木造獅子（重要文化財）

木造獅子（重要文化財）

板絵女神蔵

津山景観図解風信山市漆重敷傾）
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■開館時間午前9:00～午後5:００

■休館日毎週月曜日･祝日の翌日

１２月27日～１月４日･その他

■入館料一般２１０円(160円）

高校･大学生150円(120円）

中学生以下無料
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◆収蔵庫の煉蒸作業

たため、代わりに沃化メチルガスを使用するためです。と

ころが、このガスでは煉蒸時間が従来の２４時間から４８時

間に延び、また作業中の必要室温も従来の２０度以上から

25度以上と高くなります。その結果、作業期間は一日延長

して５日間、作業日も従来の６月中旬から７月初旬へと変更

しました。さらに、沃化ガスのコストがかなり高くつくため、

昨年まで実施してきた展示室の煉蒸を断念し、今年は収蔵

庫のみの燥蒸とせきるをえませんでした。世界的な地球環

境保護条約が私たちの博物館にも思わぬ影響を与えること

７月4日(月)～７月8日（金）《5日間》

当館では昭和６３年の開館以来、毎年６月頃に展示室・収

蔵庫の煉蒸を実施しています。これは室内にいる虫や細菌

を殺すことにより、収蔵資料の劣化を防止するためで、博

物館にはなくてはならない作業です。その方法は、あらか

じめ各部屋を密閉したうえ、一定時間有毒ガスを浸透させ

た後、濃度を薄めながら徐々にガスを抜きさるものです。

ところが、今年の作業内容は例年と大きく変更を余儀な

くされました。それは、従来使用していた臭化メチルガス（酸

化エチレンとの混合）が京都議定書により製造禁止となっ

〆
》


